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 連合は、本日 2015 春季生活闘争の第４回中央闘争委員会を開催し、中核組合にお

ける交渉状況を把握し、今後の交渉に臨む基本態度を以下のとおり確認した。 

 

１．各構成組織・単組は、要求を提出し交渉に入っている。 

① ３月３日現在、4,504組合が要求を提出した。このうち平均方式で要求し、金

額が集計できる組合数は 2,074となっている。内訳を見ると、中小は 1,430

組合で、要求水準は全体で 10,887円（3.74％）、中小は 9,696円（3.99％）

となっている。すべての組合が月例賃金にこだわり、３月決着に向けて交渉

が行われている。 

② 非正規労働者の時給改善や、均等待遇に関する取り組みも進められており、

正規・非正規を問わず同時決着に向けた交渉が進められている。 

 

２．これまでの交渉で、経営側は「デフレからの脱却」や「経済の好循環」に向けて、

内需拡大に向けた所得の向上が必要であることについては共有しているものの、

経営環境が先行き不透明であることや賃上げによる中長期的なコスト負担の影響

を強く主張している。再び「合成の誤謬」に陥ることがないよう、構成組織は要

求趣旨に沿った回答を引き出すために、以下の点を再度強く主張していく。 

① 「デフレからの脱却」と「経済の好循環の実現」のためには、個人消費の拡

大につなげる「月例賃金の引き上げが不可欠」である。 

② 非正規労働者は、生産性向上や競争力強化の役割を担っており、正社員への

転換や均等待遇の実現をはかる必要がある。 

③ 中小企業で働く仲間の処遇改善がなければ｢経済の好循環」はおぼつかない。

生み出した付加価値を実現し、処遇改善に結びつけるためにも、公正取引の

実現が不可欠である。そのために、連合、構成組織、地方連合会、単組が連

携を強めるとともに、大手組合は、グループ、関連会社労働組合の支援を進

め、交渉力の強化をはかっていく。 

 

３．2015春季生活闘争の３本柱の一つである「時短」についても強力に進める必要

がある。厚生労働省が 2014年 11月に実施した平成 26年度「過重労働解消キャン

ペーン」では、監督実施事業場 4,561事業所のうち、違法な残業を摘発されたの

は 2,304事業所にも及んでいる。コンプライアンスの徹底はもちろんのこと、

「2015春季生活闘争 職場点検活動のポイント」などを活用し、職場における労

働時間管理や有給休暇取得などの実態を把握し時短を進めていく。 

また、地方連合会は経営者団体などへ労働時間管理の徹底を要請するとともに、

各地方労働局に設置された「働き方改革推進本部」と連携し、労働時間や有給休

暇取得等の実態を把握し、「休み方」「働き方」改革を進めていく。 

 



４．実質生活の向上をはかるために、2015春季生活闘争「政策・制度実現の取り組み」

で掲げた項目や、通常国会における「最重点法案」として位置づけた７法案を中

心に、政策・制度実現の取り組みを社会的に広がりのある運動として展開する。 

 

５．３月２日開催の労働政策審議会労働条件分科会において、「今後の労働時間法制

等の在り方について」にもとづく労働基準法改正案要綱の審議が労働側の反対意

見を押し切って答申が行われた。労働者側が反対意見を付した部分に修正がなさ

れることなく法律案がまとめられたため、長時間労働に起因する諸問題は解決さ

れない懸念が強い。連合は、構成組織・地方連合会と一体となって、実効ある長

時間労働抑止策の導入を求めるとともに「高度プロフェッショナル制度」の創設

と裁量労働制の対象業務拡大を阻止すべく、今後、国会審議などにおける必要な

対応を強力に行っていく。 

 

６．連合は、賃上げを起点とした「デフレ脱却」と「経済の好循環実現」をめざし、

地域フォーラムなどを通じて今こそ労使が社会的な役割を果たすべきであること

を広く社会に対して主張していく。 

すべての組合は、要求趣旨の主張と「人への投資」が企業の継続的成長に不可欠

であることを力強く主張し、回答引き出しに全力を尽くす。 

 

○ 当面の日程 

（１）機関会議 

2015年 3月 5日 第４回中央闘争委員会（第18回中央執行委員会後） 

  3月 16日 第５回戦術委員会 

  3月 20日 2015春季生活闘争共闘連絡会議第１回全体書記長・ 

事務局長会議 

 

（２）諸行動 

 2015年（通年） 非正規で働く組合員・組合リーダーの交流集会 

      3月 5日   2015春季生活闘争3.5国際女性デー全国統一行動中央集会 

  3月 12日 2015春季生活闘争・政策制度要求実現3･12中央集会 

  4月 2日 2015春季生活闘争・共闘推進集会 

 

○ 添付資料 

① 要求集計結果 

② 平成 26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督実施結果（厚生労働省） 

 

以 上 
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2015 春季生活闘争 要求集計結果について 
 

 

連合は、2015 春季生活闘争の要求集計を３月３日に実施いたしましたので、ここに

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年３月３日（火） 

 

《問い合わせ先》 

総合労働局 

 総合労働局長   須田 孝 

直通電話      03（5295）0517 

代表電話      03（5295）0550 

【概要】 
� 連合は、原則として２月末までに要求提出を行うこととしてきた。 

 

� ２月 27 日 10:00 締切にて構成組織からの報告を集計した結果、4,504 組合が要求を

提出した。このうち平均賃金方式で要求を提出し、金額が集計できる 2,074 組合の要

求水準は 10,887 円（3.74％）となった。 

 

� すべての組合が、賃上げを起点とした「経済の好循環実現」と「デフレからの脱却」

に向け、労働組合が果たすべき社会に対する責務を十分に認識したうえで、月例賃金

にこだわり２％以上の賃上げを求めるという方針に沿った要求がなされたものと受

け止める。 

 

� また、「底上げ・底支え」「格差是正」の実現に向け、中小組合や非正規労働者の取り

組みも積極的に行われている。 

 

� 引き続き「月例賃金の引き上げ」にこだわり交渉を行い、先行組合回答ゾーンでの回

答引き出しに向けて全力を尽くす。加えて、未組織労働者を含むすべての働く者へ波

及させるために情報開示と共有を積極的に行う。 
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今後の公表予定 

 3 月 18 日（水） 「最大のヤマ場」回答引き出し状況 記者会見（16:00 予定） 

  20 日（金） 先行組合回答集計結果 記者会見（16:00 予定） 

 



集計総数

組合数 率 組合数 率

4,504 57.2% 要求提出した組合 4,120 65.7%

42 0.5% 要求提出していないが、定昇等について
協約・協定あり

0 1.9%

6 0.1% その他(要求してないが、回答あり) 0 0.0%

58 0.7% 要求提出できなかった 49 0.8%

3,268 41.5% 要求検討中・要求状況不明 2,102 33.5%

7,878 100.0% 集計組合総計 6,271 100.0%

組合数 率 組合累計 率累計 回答妥結日 組合数 率 組合累計 率累計

3月15日まで（集中回答日以前） 0 0.0% 0 0.0% 3月9日まで（集中回答日以前） 0 0.0% 0 0.0%

3月16日～20日 0 0.0% 0 0.0% 集中回答日翌日～3月14日 0 0.0% 0 0.0%

3月23日～31日 0 0.0% 0 0.0% 3月15日～21日 0 0.0% 0 0.0%

4月中 0 0.0% 0 0.0% 3月22日～28日 0 0.0% 0 0.0%

5月中 0 0.0% 0 0.0% 3月29日～4月30日 0 0.0% 0 0.0%

6月中 0 0.0% 0 0.0% 5月中 0 0.0% 0 0.0%

確認中 0 0.0% 0 0.0% 6月中 0 0.0%

計 0 0.0% 0 0.0% 妥結組合計 0 0.0%

交渉中 1,516 33.7% 交渉中 4,120 100.0%

妥結したか否か不明 2,988 66.3% 妥結したか否か不明 0 0.0%

妥結断念 0 0.0% 妥結断念 0 0.0%

計 4,504 100.0% 未妥結組合計 4,120 100.0%

要求提出した組合総計 4,504 100.0% 要求提出した組合総計 4,120 100.0%

協約確定(要求必要なし)組合・妥結済み組合の妥結内訳 協約確定(要求必要なし)組合・妥結済み組合の妥結内訳

組合数 率 組合数 率

0 0.0% ①定昇相当分も賃上げ分も確保できた 0 0.0%

0 0.0% ②定昇相当のみ確保 0 0.0%

0 0.0% ③定昇相当分確保できなかった 0 0.0%

0 0.0% ④協約確定済み(要求必要なし) 120 100.0%

0 0.0% ⑤上記①②③④のいずれか不明 0 0.0%

0 0.0%  妥結組合計 120 100.0%

⑤上記①②③④のいずれか不明

妥結組合計

(0組合)

②定昇相当のみ確保

③定昇相当分確保できなかった

④協約確定済み(要求必要なし)

①定昇相当分も賃上げ分も確保できた

(うち数字で把握できる賃上げ分) 単純平均 0円 (0組合) (うち数字で把握できる賃金改善分) 単純平均 0円

回答妥結日

未
妥
結
組
合

2015年2月27日現在 2014年同時期（3月3日）集計結果

要求検討中・要求状況不明

集計組合総計

要求提出した組合の妥結状況
2014年同時期（3月3日）集計結果2015年2月27日現在

要求提出していないが、定昇等について
協約・協定あり

加重平均10,887円 加重平均8,588円

その他(要求してないが、回答あり)

要求提出できなかった

(うち数字で把握できる要求水準) (うち数字で把握できる要求水準)

2015春季生活闘争　要求集計　要求状況 2015/3/3

2015年2月27日現在 2014年同時期（3月3日）集計結果

要求提出した



2015春季生活闘争　要求集計　総括表

10,887 円 3.74 ％ 8,588 円 3.07 ％ 2,299 円 0.67 ％

2,074 組合 1,810,588 人 2,985 組合 1,950,897 人 -911 組合 -140,309 人

11,025 円 3.72 ％ 8,598 円 3.04 ％ 2,427 円 0.68 ％

644 組合 1,659,544 人 908 組合 1,740,245 人 -264 組合 -80,701 人

9,696 円 3.99 ％ 8,505 円 3.33 ％ 1,191 円 0.66 ％

1,430 組合 151,044 人 2,077 組合 210,652 人 -647 組合 -59,608 人

275,027 円 8,392 円 3.15 ％ 271,783 円 5,832 円 2.19 ％ 2,560 円 0.95 ％

113 組合 78,916 人 106 組合 67,390 人 7 組合 11,526 人

250,251 円 8,046 円 3.32 ％ 248,027 円 5,293 円 2.18 ％ 2,753 円 1.14 ％

112 組合 65,816 人 103 組合 44,307 人 9 組合 21,509 人

275,229 円 12,976 円 4.95 ％ 276,670 円 10,283 円 3.86 ％ 2,693 円 1.09 ％

100 組合 64,876 人 107 組合 76,317 人 -7 組合 -11,441 人

245,008 円 14,477 円 6.28 ％ 246,019 円 11,936 円 5.10 ％ 2,541 円 1.18 ％

88 組合 37,345 人 84 組合 44,819 人 4 組合 -7,474 人

ヶ月 ヶ月 ヶ月

1,586 組合 1,439,529 人 1,771 組合 1,497,748 人 -185 組合 -58,219 人

円 円 円

694 組合 686,081 人 794 組合 674,512 人 -100 組合 11,569 人

ヶ月 ヶ月 ヶ月

1,216 組合 692,213 人 1,302 組合 649,233 人 -86 組合 42,980 人

円 円 円

725 組合 464,291 人 734 組合 416,828 人 -9 組合 47,463 人

＜用語説明＞
平均賃金方式／組合員の一人平均賃金の引き上げ額を交渉する方式 。
個別賃金Ａ方式／特定した労働者（たとえば勤続17年・年齢35歳生産技能職、勤続12年・年齢30歳事務技術職）の前年度の水準に

　　　　　　　　対して、新年度該当する労働者の賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。
個別賃金Ｂ方式／特定した労働者（たとえば新年度勤続17年・年齢35歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、

　　　　　　　　新年度（勤続と年齢がそれぞれ１年増加）いくら引き上げるかを交渉する方式。

748,958 757,912 -8,954

1,516,713 1,503,193 13,520

0.01

○一時金の要求方式は「金額要求」と「月数要求」があり、上記集計結果は報告内容を単純集計している。
従って、要求月数の比較増減と要求額の比較増減は、直接的な関連はない。
○「2014要求」欄については、昨年公表後に受領した報告等を反映している。

要求月数
2.56 2.59 -0.03

要求額

5.12 5.11

集計組合数 対象組合員数 集計組合数 対象組合員数

引き上げ率
要求水準 引き上げ額

引き上げ率

個
別
賃
金
方
式

３５歳Ａ方式

３０歳Ａ方式

３５歳Ｂ方式

３０歳Ｂ方式

要求水準 引き上げ額

引き上げ額
引き上げ率

引き上げ額
引き上げ率

集計組合数 対象組合員数 集計組合数 対象組合員数

引き上げ額
引き上げ率

集計組合数 対象組合員数

2015/3/3

2015要求（2015年2月27日現在） 2014要求（2014年3月3日時点） 昨年との比較

集計組合数 対象組合員数 集計組合数 対象組合員数 集計組合数 対象組合員数

年間

引き上げ率

夏季

一
時
金

(

加
重
平
均

）

平
均
賃
金
方
式

(

加
重
平
均

）

月
例
賃
金

計

300人以上

要求月数

要求額

300人未満

集計組合数 対象組合員数

要求月数・金額 要求月数・金額要求月数・金額

引き上げ額



2015/3/3

2015 春季生活闘争　要求集計　非正規賃金【時給１】
（定年後に非正規労働者として雇用されている方以外）

要求ベース

職種数 人員 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅

生産業務 2 1,521 992.59 1052.51 59.92 915.00 959.00 44.00
一般事務 1 235 37.00 1425.48 3.41 37.00 1246.29 7.36

販売・ｻｰﾋﾞｽ 38 148,972 899.34 936.29 38.88 886.87 12.52 913.93 952.96 39.33 905.41 13.51
運転・運送 3 553 933.00 977.00 35.57 1.55 933.00 977.00 40.00 5.00

その他 65 88,750 1037.41 1081.43 44.03 1076.53 8.20 1027.09 1069.66 43.23 1033.88 8.33

合計 109 240,031 967.22 1007.81 40.93 983.87 11.21 984.86 1026.24 41.75 1024.08 9.77

組合数 人員 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅 平均時給 引上幅

金属
化学・食品・製造等 6 1,802 979.62 1036.34 56.28 935.33 969.00 33.00
流通・サービス・金融 71 137,377 901.04 934.60 34.30 898.69 12.66 913.12 947.23 35.14 966.47 11.31

インフラ・公益 1 56,735 40.00 10.00 40.00 10.00
交通・運輸 3 358 32.91 1.59 30.00 5.33

その他 28 43,759 1174.11 1236.07 61.96 1233.32 2.86 1174.82 1236.04 61.21 1178.39 5.67

合計 109 240,031 967.22 1007.81 40.93 983.87 11.21 984.86 1026.24 41.75 1024.08 9.77

※2014/3/3集計 219 506,947 － 920.22 25.80 － － － 959.24 32.50 － －

2015 春季生活闘争　要求集計　非正規賃金【月給１】
（定年後に非正規労働者として雇用されている方以外）

職種数 人員 要求ベース 計 定昇相当分 要求ベース 計 定昇相当分 引上幅
引上率
(参考)

生産業務 8 1,969 172,983 6,350 1,604 175,455 7,101 2,260 5,111 4.05
一般事務 6 170 180,855 6,810 1,854 188,170 7,899 2,598 5,584 4.20

販売・ｻｰﾋﾞｽ 3 798 205,637 3,259 2,299 179,870 4,578 1,928 4,100 2.54
運転・運送 1 7 157,238 157,238 7,000

その他 4 1,074 213,847 6,951 2,429 188,698 5,503 1,636 5,067 2.92

合計 22 4,018 190,697 5,706 1,881 181,104 6,757 2,210 5,180 3.73

組合数 人員 要求ベース 計 定昇相当分 要求ベース 計 定昇相当分 引上幅
引上率
(参考)

金属

化学・食品・製造等 10 2,237 173,456 6,380 1,619 175,733 7,212 2,336 5,347 4.10
流通・サービス・金融 1 710 209,800 2,900 2,400 209,800 2,900 2,400 500 1.38

インフラ・公益 1 5 208,000 4,000 208,000 4,000 4,000 1.92
交通・運輸

その他 2 1,066 214,072 7,000 2,460 201,655 7,000 2,460 6,603 3.47

合計 14 4,018 190,697 5,706 1,881 181,104 6,757 2,210 5,180 3.73

※2014/3/3集計 111 53,053 198,016 4,206 － 200,350 4,665 － － 2.33

組合員１人あたり平均(加重平均)

共闘連絡会議

要求
集計組合

１組合あたり平均(単純平均)

要求 要求

職種別

要求
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

要求 要求

職種別
要求

集計組合
組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

要求ベース
要求 昨年実績要求

共闘連絡会議
要求

集計組合
組合員１人あたり平均(加重平均) １組合あたり平均(単純平均)

要求ベース
要求 昨年実績 要求 昨年実績

昨年実績

要求ベース



2015/3/3

組合数 人員

製造業 7 2,310 32.90

交通運輸 5 13,590 34.00

サービス・ホテル 1 237,725 30.00

その他 5 701 31.30

計 18 254,326 32.60

組合数

12

3

1

1

組合数 人員

製造業 6 2,963 37.50

交通運輸 10 16,089 36.50

サービス・ホテル 6 237,878 38.00

その他 7 3,396 39.30

計 29 260,326 37.80

13

5

2

9

～３５％
～４０％
～４５％
～５０％
５０％超

【時間外割増率／45時間超】

業種別
集計組合

要　求

２５％（法定どおり）
～３０％

５０％超

時間外割増率の幅

２５％（法定どおり）
～３０％
～３５％
～４０％
～４５％

2015春季生活闘争　時間外・休日労働の賃金割増率　要求集計

【時間外割増率/45時間以下】

業種別
集計組合

要　求

～５０％



【時間外割増率／60時間超】

組合数 人員 含める 含めない

製造業 7 3,054 50.30

交通運輸 3 1,598 50.00

サービス・ホテル 3 87 50.00

その他 4 608 50.00

計 17 5,347 50.10

16

1

組合数 人員

製造業 12 6,208 41.30

交通運輸 4 2,706 42.50

サービス・ホテル 5 237,844 46.00

その他 4 414 47.50

計 25 247,172 43.40

組合数

16

9

～５０％

３５％（法定どおり）
～４０％
～５０％
５０％超

【休日割増率】

業種別
集計組合

要　求

休日割増率の幅

業種別
集計組合

要　求
60時間超の算定基礎に法

定休日を含める

５０％超

２５％（法定どおり）
～３０％
～３５％
～４０％
～４５％

※2010年の労働基準法改正による「月60時間超の時間外労働割増率50%以上」の適用が猶予されて
いる中小企業を含む



2015/3/3

(1)

※

● 5 件 8 件

● 6 件 6 件

● 6 件 5 件

● 4 件 10 件

● 200 件 114 件

(2) 80 件 98 件

(3) 9 件 13 件

(4) 4 件 4 件

(1)

● 367 件 428 件

● 368 件 466 件

● 404 件 404 件

(2) 283 件 161 件

※

(3) 538 件 647 件

　　 (4)

● 337 件 449 件

● 132 件 － 件

※「2015闘争方針」-「２.具体的な要求項目」-「２）ワーク・ライフ・バランス社会の実現(時短の取り組み）」

総実労働時間短縮の取り組み

所定労働時間の短縮

年次有給休暇の取得促進の取り組み

残業の縮減に向けた取り組み

労働時間規制の取り組み、過重労働対策

労働時間(特別条項付き36協定等)の上限時間の縮減、インターバル規制の導入、等

時間外・休日割増率引き上げの取り組み

両立支援の推進

育児・介護に関する両立支援制度の点検・改善の取り組み

次世代育成支援対策推進法の改正に基づく点検、行動計画の
策定

２．ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向けた取り組み

※「2015闘争方針」-「２.具体的な要求項目」-(別紙）「男女平等課題に関する取り組み」－「1.職場における男女平等の実現」

男女雇用機会均等法の定着・点検の取り組み

「検証」あるいは「是正／実効性の担保」いずれかを要求・取組していればカウント

配置や仕事の内容における男女間での偏在についての検証と
是正

昇進・昇格などの運用基準に関する、男女間格差の有無につ
いての検証と是正

妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いについての検証と
是正

セクシュアル・ハラスメント防止措置の検証と実効性の担保

男女雇用機会均等法の定着・点検に向けた何らかの要求・取
組（※上記具体的な取組内容が不明な場合はこちらへ記入）

男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善へ向けた取り
組み

積極的な差別是正措置（ポジティブ･アクション）による是
正・改善の取り組み

生活関連手当での「世帯主」要件廃止に関する取り組み

１．職場における男女平等の実現に向けた取り組み

労働条件に関する　2015 春季生活闘争および通年の要求・取り組み件数

要　求　・　取り組み　　　事　　項
要求・取組件数（交渉単位）

2015/2/27現在 2014/3/3時点



(1)

● 437 件 818 件

● 239 件 662 件

　　 (2)

● 205 件 12 件

● 件 254 件

(1)

● 435 件 ※33 件

● 393 件 9 件

(2)

● 5 件 － 件

● 95 件 － 件

● 5 件 － 件

● 11 件 44 件

● 0 件 － 件

● 567 件 － 件

● 390 件 525 件

－：2014年は調査せず
※：2014年調査では設問の表現が異なる

その他均等処遇に関する取り組み（※上記具体的な取組内容
が不明な場合はこちらへ記入）

労働契約法に関する何らかの取り組み（※上記具体的な取組
内容が不明な場合はこちらへ記入）

均等処遇に関する事項　（★は最重点項目）

昇給ルールの導入・明確化の取り組み

一時金支給の取り組み★

年次有給休暇取得促進の取り組み(非正規労働者）★

福利厚生全般及び安全管理に関する取り組み（点検、分析・
検討、是正等の取り組み）

社会保険の加入状況の点検と加入促進の取り組み

無期労働契約への転換促進、転換後の労働条件についての取
り組み

※「2015闘争方針」-(別紙）「ワークルールの取り組み」

高年齢者雇用安定法に関する取り組み

希望者全員を対象とした65歳までの雇用確保の取り組み

高齢者に適した職務・仕事、労働時間、適正な処遇の確保

快適な職場づくり

50人未満事業所における安全衛生委員会の設置

メンタルヘルス対策の充実・強化

４．「底上げ・底支え」「格差是正」の取り組み

※「2015闘争方針」-「２.具体的な要求内容」-(２）１）【正規・非正規間の格差是正に向けた重点要求項目】

雇用安定に関する項目

正社員への転換ルールの導入、促進、明確化の取り組み

３．ワークルールの取り組み



2014.5.31現在

■　要求の具体的な内容　■ □　回答・妥結の具体的内容　□ ※進捗状況

正社員転換制度の緩和 既に導入している正社員への転換制度の、応募条件(年齢・区分)の緩和 妥結

正社員登用の促進 契約職員のうち勤務成績が良好な者は、正職員に登用 妥結

正社員登用の促進の取り組み（21単組） 進展が図られた(11単組） 前進あり

月給制契約社員、時給制契約社員からの正社員拡大 月給制から正社員の登用予定については、2,705人の採用を予定 妥結

正社員化への転換ルール（3単組） － 前進なし

非正規社員による業務が一年を超える場合は恒常的な必要業務とみ
なし正規採用する。
子会社からの出向受者を本体の従業員化の為の具体的なプロセスを
示す事。

前進なし

パート、アルバイト、嘱託全員の賃金水準向上と退職金制度新設、業
務内容を適正に把握する人事賃金制度を構築しパート・アルバイト・派
遣社員が正社員又は常勤嘱託へ、常勤嘱託が正社員へ転換できる
制度を導入する。

常勤嘱託パートタイマー、アルバイト（常駐）人事賃金制度を構築し、転換
制度を導入する。→会社提案の「地域選択型正社員制度」とあわせて別
途協議する。

継続協議

正社員登用基準の確立 正社員登用基準の確立 妥結

社員転換時の勤続年数通算 継続協議

早期の正社員化 交渉中

3年目以降、希望者全員の正社員への転換 交渉中

2014春季生活闘争における非正規労働者の労働条件改善に向けた
具体的な取り組み内容

１．非正規労働者への取り組み
※妥結：要求どおり、前進あり：現行より前進で妥結、前進なし：現行どおり妥結

（１）雇用安定に関する取り組み
～労働契約法（18条）「期間の定めのない労働契約への転換」に関連する取り組み～

正
社
員
へ
の
転
換
ル
ー
ル
の
明
確
化
・
導
入
・
促
進

参考

3年目以降、希望者全員の正社員への転換 交渉中

常雇用社員登用チャレンジ制度におけるスケジュールを明確にする
年2回の募集に際し、募集開始日の2週間前までに書面で応募期間、応
募要件、応募要領、先行スケジュールの明示

妥結

社員登用試験の応募資格（経験年数）を「契約社員経験1年以上（契
約更新回数1回以上）」にする

社員登用試験の応募資格（経験年数）を「契約社員経験2年以上（契約更
新回数2回以上）」にする

妥結

関連会社の正社員への登用制度の確立 現行通り 前進なし

無期労働契約への転換促進
準職員・パートのうち、契約更新回数が3回を超える者が無期雇用契約へ
の転換を申し出た場合は、無期雇用契約の準職員・パートとして雇用

妥結

①期間雇用社員の無期労働契約への転換は5年より短期間とすること
を協約化
②5年経過する期間雇用社員は無期労働契約に転換することを協約
化
③無期転換後は、原則、正社員にすること。

経営見通し、労働力政策等を踏まえ、労使で議論していくこととし、整理
が図られた事項については速やかに協約化したい。

継続協議

既に５年を経過している契約社員の希望者全員の無期転換 交渉中

すでに雇用年数が３年を超え（2014年３月末で３年の雇用年数も含
む）、無期契約を希望するすべての嘱託等労働者を対称に、期間の定
めのない雇用への転換を申し入れる権利の付与。(7単組）

・今春闘での実現は困難だが、実質的に無期雇用、不当な雇い止めは行
わない等を言及させた。
・定例労使協議会を設置し、協議。
・すべての嘱託等労働者を対象とする要求に対して、一定の基準づくりを
想定する金庫との認識のズレにより、検討委員会を設置し、全体の人事・
賃金制度をあわせて協議。
・今春闘での実現は困難だが、１年以内を目途に協議で解決することと
し、その間、不当な雇い止め等を行わないことを言及させた。(2単組）

・2014年８月末までに取り扱いの詳細を確認して、制度運用を開始する
（要求通り）
・2014年４月から実施

継続協議

要求実現

1年契約フルタイムパート（月給制）について期間の定めの撤廃を要求 現行どおり1年契約 前進なし

契約社員制度の廃止と希望者全員の正社員化を要求
正社員化ルールがあり全員は難しい、また契約社員制度廃止も現時点で
は難しい。

前進なし

進
な
ど

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
促
進
な
ど



■　要求の具体的な内容　■ □　回答・妥結の具体的内容　□ 進捗状況

人事制度改定に伴う賃金の引き上げ
新人事処遇制度導入に伴う賃金引き上げ(賃闘での8.5円とは別途引き上
げ)

妥結

昇給ルール等の改定

・フェロースタッフの改訂額表、評価分布変更
・シニアスタッフ、エルダースタッフ、シニアフェローの評価制度の見直し
・能力給昇給表の見直し
高い評価を受ける方の増加に伴う、増資及び能力給に応じて昇給額がか
わるマトリクス昇給表を導入し、モチベーション向上に繋げる

妥結

非正規労働者の昇給ルール及び昇給を要求 契約・臨時社員にも2.14％の定昇を獲得 妥結

一時金の増額

・一時金の増額
・契約社員(月給制)で店舗間異動ありを選択した者は、基本賞与にて年
間0.4ヵ月を加算
・契約社員(月給制)賞与の内、業績連動賞与の拡充(一律65,000円から
職務に応じて90,000円、80,000円、70000円に引き上げ)
・スタッフ社員の賞与増額

妥結

一時金の支給

・フレックス社員(パート)・契約社員で月80時間未満の労働者への一時金
の支給額を新設(期別1万円)
・一時金の正社員組合員の妥結ヶ月数に連動し労使合意した係数にて
算出することを確認

妥結

一時金の支給（組合員化していない直接雇用の非正規労働者） 正社員に見合って支給 妥結

一時金の支払い
夏期1.45ヵ月
前年を上回る支給

夏期1.45ヵ月
前年比5,000円増の支給

妥結

一時金の支払い(16単組）
（基本賃金の3.0ヵ月、3.1ヵ月/2単組、1.9ヵ月、2.2ヵ月、2.0ヵ月）
（基準内賃金の2.7ヵ月、0.36ヵ月、0.56ヵ月、0.34ヵ月、1.43ヵ月.19ヵ

要求通り（16単組） 妥結

（２）労働契約法を踏まえた均等・均衡処遇に関する取り組み

昇
給
ル
ー
ル
の
明
確
化
な
ど

一
時
金
の
支
給

（基準内賃金の2.7ヵ月、0.36ヵ月、0.56ヵ月、0.34ヵ月、1.43ヵ月.19ヵ
月、2.94ヵ月0.39ヵ月、3.25ヵ月、0.51ヵ月）

要求通り（16単組） 妥結

年俸制契約社員に対し一時金の支払い
（70,000円/1単組、90,000円/1単組）

要求通り 妥結

時給制（月額換算基準内賃金の1.0ヵ月） 年間0.76ヵ月+1,700円/人平均の支払い 妥結

一時金の支払いおよび制度化 引き続き検討（2単組） 前進

一時金の支払い
継続雇用期間6ヵ月以上：31日分の支払い
継続雇用期間3ヵ月以上6ヵ月未満：18日分

要求通り 妥結

一時金の支払い
昨年度支給実績と同水準（10単組）

これまでの労使確認を踏まえ支給（7単組）
15,000円の支払い（１単組）
5,000円の支払い（2単組）

妥結

一時金10,000円の支給（3単組）
契約社員50,000円、パート社員20,000円支給(1単組)
パート社員10,000円支給(1単組)
パート社員　基準内賃金の0.1ヶ月相当分支給(1単組)

妥結

賞与制度がない有期契約社員（フルタイム・パートタイムなど）につい
て、会社業績に応じた一時金の支給を要求。

－

会社業績が発
表される時期
を目途に回答
が示される予
定

年2.2ヵ月 年2.0ヵ月 妥結

年1.98ヵ月 夏122,269円 妥結

一時金の支給 もち代5,000円 妥結

正社員と同一ヵ月数の一時金支給
従前どおりの差を設けた支給（次年度以降の労使間の検討材料となっ
た）

妥結



契約社員・雇用延長嘱託社員への特別金支給 契約社員・雇用延長嘱託社員への特別金支給 妥結

パートおよび臨時員への夏季一時金の支給
勤続年数および労働時間に応じて一時金を支給する。また、勤怠・業績
に応じて付加金を付与

妥結

契約社員への年収１％の処遇改善 年収１％程度の特別賞与の支給 妥結

契約社員の賞与制度の見直し 継続協議

契約社員がリーダー職を担う場合、賞与基準の引き上げ 契約社員がリーダー職を担う場合、賞与基準の引き上げ 妥結

契約社員の賞与の割り増し 継続協議

契約社員の賞与制度の見直し 交渉中

嘱託・契約・パート職員職員に対して、1.0ヵ月＋30,000円を支給する。 嘱託・契約・パート　 現行通り（支給なし） 前進なし

臨時職員の慰労金を一時金として制度化。 臨時　慰労金として支給（現行通り） 前進なし

契約職員Ⅰの一時金制度化（1.0ヵ月相当） 現行通り（支給なし） 前進なし

①準職員　　2.0ヵ月（2.0ヵ月）
②契約職員　1.2ヵ月（1.2ヵ月）

①準職員　　　　　　2.0ヵ月（要求通り）
②契約職員　　　　　1.2ヵ月（要求通り）

妥結

①準職員　　　　　　4.8ヵ月
②契約職員  　　　　1.0～3.6ヵ月）
③個別契約(社員)　　4.0ヵ月
④個別契約(障がい者)1.0～3.8ヵ月

①準職員　4.8ヵ月（要求通り）
②契約職員40,000円～2.6ヵ月（昨年実績）
③個別契約(社員)　　3.8ヵ月（昨年実績）
④個別契約(障がい者)1.1ヵ月（昨年実績）

妥結

①関連会社正社員　　　4.0ヵ月
②関連会社契約社員　　1.0～3.6ヵ月
③ビル管理社員　　　　1.0～3.6ヵ月

①正社員　　　　　　3.8ヵ月（昨年実績）
②契約社員　　　　　0.0～2.6ヵ月（昨年実績）
③ビル管理社員　　　0.0～2.6ヵ月（昨年実績）

妥結

①準職員SS　4.7ヵ月＋30,000円
②準職員(SS以外)・再雇用(Dｺｰｽ以外)　評価反映後支給額＋30,000
円

①準職員SS　4.7ヵ月（昨年実績）
②準職員(SS以外)・再雇用(Dｺｰｽ以外)評価反映後支給額（昨年実績）

妥結

契約職員　2.5ヵ月 契約職員　　　　　2.5ヵ月（要求通り） 妥結

①準職員　4.7ヵ月
②パート　1.2～2.7ヵ月

①準職員　　4.2ヵ月＋20,000円（昨年実績＋0.2ヵ月－10,000円）
②パート　1.2～2.7ヵ月（要求通り／昨年実績＋0.2ヵ月）

前進あり

①準職員　2.8ヵ月
②ＬＢパートナー（フル） 1.1ヵ月
③ＬＢパートナー（短時間）0.1ヵ月

①準職員　2.8ヵ月（要求通り）
②ＬＢパートナー（フル）　1.0ヵ月＋15,000円
　（実質的に要求通り／昨年支給なし）
③ＬＢパートナー（短時間）15,000円（実質的に要求超／昨年支給なし）

妥結
③ＬＢパートナー（短時間）0.1ヵ月
④嘱託職員　0.1ヵ月（個別契約）

③ＬＢパートナー（短時間）15,000円（実質的に要求超／昨年支給なし）
④嘱託職員　昨年実績＋0.1ヵ月（要求通り）

一般職　4.6ヵ月 ①一般職　4.6ヵ月（要求通り） 妥結

①契約職員　　3.0ヵ月＋50,000円
②嘱託職員　　1.0～3.0ヵ月＋50,000円

①契約職員　1.9ヵ月（昨年実績▲0.1ヵ月）※別途「慰労金」として30,000
円
②嘱託職員　0.9～2.9ヵ月（昨年実績▲0.1ヵ月）　※「慰労金」として
30,000円

前進なし

正社員　3.0ヵ月 2.5ヵ月（昨年実績＋0.5ヵ月－80,000円） 前進あり

準職員　0.43～ 4.3ヵ月 0.41ヵ月＋3,500円～ 4.1ヵ月＋35,000円（実質昨年実績超） 前進あり

①関連会社正社員　　　0.8ヵ月
②関連会社契約・嘱託　30,000～50,000円

①関連会社正社員　0.6ヵ月＋30,000円（実質的に昨年実績超）
②関連会社契約・嘱託　30,000～50,000円＋20,000円（実質的に昨年実
績超）

前進あり

契約Ⅱ　2.5ヵ月 ①2.0ヵ月（昨年実績） 前進なし

準職員・臨時　3.1ヵ月 ①2.9ヵ月（昨年実績） 前進なし

①準職員　3.5ヵ月
②嘱託職員　3.0ヵ月

①準職員　　　　　　3.0ヵ月（昨年実績＋0.1）
②嘱託職員　　　　　2.3ヵ月（昨年実績＋0.1）

前進あり

①関連会社正社員　3.9ヵ月
②関連会社嘱託社員2.3ヵ月

①関連会社正社員　　3.85ヵ月（昨年実績＋0.05）
②関連会社嘱託社員　2.2ヵ月（昨年実績 0.1－5,000円）

前進あり

嘱託職員・臨時職員4.0ヵ月 嘱託職員・臨時職員　　　3.6ヵ月（昨年実績＋ 0.6） 前進あり

嘱託等職員　　2013年度同水準 嘱託等職員　現行通り（昨年実績／個別契約） 前進あり

時間外割増率を45時間以下は「30/100」以上、45時間超は「50/100」
以上の引き上げ

2か月81時間超及び年間360時間超に係る割増率を30/100から35/100に
引き上げ

妥結

時間外割増率増の改訂(2単組) 交渉中(1単組）、前進なし（1単組)
交渉中・前進

なし

時間外割増率増の改訂 － 前進なし
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福利厚生の充実 福利厚生(制服の改善)（次回の改良に向けた現場の声の反映） 妥結

特別休暇制度の導入
正規社員との均等・均衡を踏まえ、有期労働者の私傷病休職制度を導入
(6ヶ月)

妥結

福利厚生の充実 従業員持株会の有期雇用への範囲対象拡大 妥結

有給休暇制度の活用範囲の拡大 失効積立(病気)有給休暇制度の導入 妥結

有給休暇制度の活用範囲の拡大 両立支援(半休制度の取得上限日数を20回(10日)に拡大 妥結

介護休職の活用範囲の拡大 介護休職の取得事由を緩和)で合意 妥結

適正な時間管理の取り組み 適正な時間管理の取り組み 妥結

福利厚生に関しての取り組み（16単組） 進展が図られた（5単組） 前進あり

労災通災補償制度新設 新設 妥結

慶弔時特別休暇付与 － 前進なし

資格取得奨励金の制度化（17単組） － 前進なし

カフェテリアプランの制度化（30単組） － 前進なし

妊娠中の女性社員の通勤緩和および健康診査等の勤務扱い（26単
組）

妊娠中の女性社員の通勤緩和および健康診査等に必要な時間について
勤務免除（無給）とする（21単組）

妥結

育児・介護のための制度の充実（47単組）
育児のための短時間勤務について４・５・６時間から勤務時間を選択でき
るものとする（28単組）

妥結

忌引休暇の制度化および充実（30単組）
忌引休暇の対象範囲を拡大（2単組）
現行制度+本人の祖父母1日・配偶者の父母１日）

妥結

病気休暇の制度化・有給化（29単組） － 前進なし

結婚休暇の制度化（26単組） 結婚休暇（有給）の創設（付与日数３日）（3単組） 妥結

産前産後休暇の有給化（30単組） － 前進なし

食事補助（22単組） － 前進なし

忌引休暇の新設（11単組） 忌引休暇の新設 妥結

有期契約社員について、健康管理・看護休暇や連続休暇などの休暇
制度の導入を要求。併せて、現在導入されている有期契約社員の有
給日数の拡大を要求。

－ 継続協議

福
利
厚
生
全
般
お
よ
び
安
全
管
理
に

正社員と同様の手当の要求 交渉中

契約社員　慶弔見舞金の統一化 契約社員　慶弔見舞金の統一化 妥結

休暇制度・福利厚生制度を充実すること。
他の民間会社と比較しても充実した休暇制度となっている等から、さらに
休暇制度の充実を図ることは困難。福利厚生制度については、期間雇用
社員も対象とし、生活設計セミナー希望すれば参加できるものとする。

継続協議

①「忌引休暇」を正職員と同条件（契約・臨時・嘱託）
②「季節休暇」を正職員と同条件（臨時）

①配偶者４営業日・１親等以内親族３営業日　（一部改善）
②季節休暇（夏季）３日（一部改善）

前進あり

契約社員・パート社員の通勤補助手当を正社員と同一化 未回答

①「季節休暇」を正社員と同条件（契約）
②「時間外労働割増率」の計算方法を正社員と同基準（契約）
③「福利厚生制度」の制度化（全社員）

①現行通り
②時間外労働割増率の計算方法を正社員と同基準
（要求通り）
③現行通り

前進あり

パート社員について「半日有給休暇」導入 パート社員について「半日有給休暇」導入 妥結

①「年次有給休暇」の付与日数を３年で20日に増加（契約）
②「産前産後休暇」の流産に関する改善（契約）
③「配偶者出産休暇」３日の新設（契約）
④「福利厚生制度」を正職員と同条件（契約）

①現行通り
②現行通り
③現行通り
④現行通り

前進なし

「産前産後休暇」の有給化と取得日数の増加（嘱託）(2単組)
①産前産後休暇の有給化と取得日数を増加（要求通り／正職員同条件）
(2単組)

妥結

①「産前産後休暇」の有給化と取得日数の増加
（嘱託・臨時）
②妊産婦の「通院休暇」の有給化（嘱託・臨時）
③「つわり休暇」を有給で新設（嘱託・臨時）
④「配偶者出産休暇」を有給で新設（嘱託・臨時）

①継続協議
②妊産婦の「通院休暇」を有給化（要求通り）
③「つわり休暇」を有給で新設（要求通り）
④「配偶者出産休暇」を有給で新設（要求通り）

妥結

①３日間の「連続休暇制度」を適用（嘱託２種・臨時）
②「教育・研修」の設定（嘱託２種・臨時）

①３日間の連続休暇制度を適用（要求通り）
②教育・研修の設定（要求通り）

前進あり

社員が支給対象となっている勤務手当 － 前進なし

社
会

保
険

社会保険の適用拡大
社会保険適用拡大に伴う対応2016年10月からの社会保険適用拡大を踏
まえた契約区分の見直しを実施

妥結

に
関
す
る
取
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■　要求の具体的な内容　■ □　回答・妥結の具体的内容　□ 進捗状況

パート初任給の引き上げ パート初任給を815円から15円加算で830円 妥結

最低賃金協定額を引き上げ 最低賃金(時間給)の現行協定額を1円から9円の幅での協定 妥結

最低賃金協定額を引き上げ 時間給最低賃金の協定化を実現　時間給720円 妥結

能力形成に関しての取り組み（12単組） 進展が図られた（4単組） 前進あり

労働諸条件に関しての取り組み（26単組） 進展が図られた（8単組） 前進あり

直接雇用の有期契約労働者について
【処遇】産業別最低賃金（18歳見合い）を上回る水準を確保

産業別最低賃金（18歳見合い）を上回る水準を確保 妥結

直接雇用の有期契約労働者について
【処遇】産業別最低賃金を超えている場合の、均等・均衡処遇の実現
に向けた改善

・産業別最低賃金の引き上げ要求に伴い、雇用延長制度適用者の基準
賃金を引き上げ

妥結

非正規労働者の処遇を含めた、人材への投資を主張（具体的要求と
してはあげていない）

非正規労働者の昇給・賞与の制度を検討し、2015年度より運用を目指し
て取り組む姿勢（現行は昇給幅も少なく、賞与なし）

継続協議

契約更新手続きの法令遵守 契約更新手続きの法令遵守 妥結

契約更新手続きの改善
契約更新と面談スケジュール改善、面談の完全実施（現状問題点整理と
評価者訓練等、対策を講じる）

妥結

契約更新手続きの改善 有期契約社員の雇用契約書のガイドライン14項目の策定 妥結

契約期間の見直し
派遣会社Ａ社(子会社)に所属するパートタイマーの内、通信販売会社（2
社)に派遣している組合員の契約期間を、3ヶ月から6ヶ月へ延長

妥結

契約社員への登用制度新設 準職員から契約職員への登用制度を新設 妥結

有給休暇取得促進
有休の基本的な知識や運用ルール、連続休暇ガイドラインの周知（上司
へは会議・研修体で周知し知識定着。パート社員へはパート社員向け社
内報の掲載で周知）

妥結

直接雇用の非正規労働者の最低賃金を組合員と同等で協定 現行どおり 前進なし

職責手当・特殊勤務手当の制度化（22単組） － 前進なし職責手当・特殊勤務手当の制度化（22単組） － 前進なし

休日変更手当の創設（7単組）
休日変更手当の創設（勤務１回につき3,500円）
（5単組）

妥結

障がい者が働きやすい社会実現のための環境整備（7単組）
環境整備に向けた新たな雇用契約スキームを検討中。具体的には別途
論議（7単組）

前進

自転車通勤手当の支給 － 前進なし

各事業所内の協力会社従業員の月例賃金1%に相当する業務委託料
の引き上げ

－ 前進なし

パート従業員の最低賃金として月額換算金額153,000円（時給880円
相当）を会社に申し入れる。

必要に応じて協議する場を設けることを確認 前進あり

正社員同様の定期昇給とベースアップ
契約社員のみ定期昇給＋ベースアップを実施
（正社員は定期昇給のみ）

妥結

2014年度一時金制度における長期社員ベース部分0.2ヶ月分増に対
する生活の安定という観点から、有期雇用社員へも、長期社員支給に
対する考え方を背景にした特別金の支給

特別金支給としては回答なし（別主旨にて支給あり）。ただし有期雇用社
員の生活の安定という観点から精勤報奨金制度（基礎時間給×支給係
数）の改定（支給係数5ポイント増）【会社提示】

妥結

契約社員の通信教育費の補助 受講費用の50％を補助 妥結

契約社員　時給対象者の月給化 継続協議

契約社員の組合員化 － 交渉中

賃金表に基づく定期昇給の実施(3単組) 賃金表に基づく定期昇給を実施。(3単組) 要求実現

関連会社全社員の賃金5,000円（定昇相当分含む）の引き上げ
関連会社正社員については、6,000円（定昇含む）の引き上げ、その他の
雇用形態については現行通り

妥結

嘱託・契約・パート職員が、勤続年数３年で時給換算1,000円となるよう
初任額を引き上げる

2015年度実施予定の臨時職員制度見直しとあわせて解決を図る 継続協議

２年目のパート職員時給960円へ引き上げ
３年目のパート職員時給1,000円へ引き上げ

雇用、人事・賃金制度とあわせて１年を目途に協議を実施し解決 継続協議

嘱託職員２種の賃金7,000円の引き上げ
勤続４年以上の臨時職員の時給1,030円へ引き上げ

人事制度諸課題の１つとして協議を継続 継続協議

関連会社契約・嘱託社員（月給）月額1,600円へ引き上げ
関連会社契約・嘱託社員（時給）時間額10円の引き上げ

現行通り 前進なし

そ
の
他



契約職員Ⅱ月額2,000円の引き上げ
系役職員Ⅰ時給を20円引き上げる

現行通り 前進なし

準職員・契約職員の退職金制度化 中央の人事制度全般とあわせて検討 継続協議

臨時職員の退職金の制度化 現行通り 前進なし

一般職の退職金制度改善協議の開始 人事制度諸課題の１つとして協議を継続 継続協議

臨時２種・臨時職員の退職金制度化 人事制度諸課題の１つとして協議を継続 継続協議

契約職員へ退職慰労金の支給 2013春季生活闘争における確認書に基づき協議を継続する。 継続協議

関連会社正社員の退職金水準引き上げ 現行通り 前進なし

契約社員の退職金制度の適用 現行通り 前進なし

契約職員Ⅰ・Ⅱの退職期制度化 現行通り 前進なし

嘱託社員の退職金制度の新設 雇用とあわせて１年以内を目途に改善に努める 継続協議

退職金制度の新設 雇用とあわせて１年以内を目途に改善に努める 継続協議

関連全社員の「年次有給休暇」を正職員と同条件 現行通り 前進なし

「共済会準会員から正会員」への見直し
（嘱託・契約・パート）

「共済会準会員から正会員」へ見直し（一部要求通り） 前進あり

「通勤手当」の月額支給上限を35,000円（契約・嘱託） 「通勤手当」の月額支給上限を35,000円に改定（要求通り） 妥結

■　要求の具体的な内容　■ □　回答・妥結の具体的内容　□ 進捗状況

早期に65歳定年制を確立すること。
６５歳定年制については、定年延長に係る諸課題、財政問題等の諸課題
とあわせて、今後、具体的議論をすすめていく。

継続協議

２．高年齢者雇用安定法に関する取り組み

高年齢者雇用安定法に関連する取り組み
～法が規定する内容を上回る取り組み、高齢者に適した職務・仕事、労働時間、適正な処遇の確保など～

雇
用
に
関

取
り
組

そ
の
他
　

（
つ
づ
き
）

シニア制度の改善を要求 シニア制度の改善 妥結

継続雇用制度の経過措置の撤廃を要求 経過措置の撤廃は難しい 前進なし

賃金以外の処遇について適切なものとなるよう改善を図る。
会社の業績などが適正に反映された一時金となるよう協定の見直しにつ
いて継続協議。

継続協議

再雇用制度の賃金も標準労働者への賃金改善要求に準じて財源投
入

実施 妥結

再雇用終了時慰労金導入 － 妥結

シニアパートナー（再雇用者）の月度賃金の目安金額をそれぞれ
10000円増額

シニアパートナー（再雇用者）の月度賃金の目安金額について、現行20
万円、15万円、13万円となっている目安賃金について、月額賃金の目安
を各々5千円ずつ増額する。

妥結

定年再雇用制度において、仕事の成果反映する賞与制度の導入等 定年再雇用者に賞与導入（原資増） 妥結

無年金の調整金のアップを要求 無年金の調整金のアップについては、会社が調査 妥結

再雇用者の基本給1％改訂 － 前進なし

60歳以降の就労環境整備の取り組み（89単組） 進展が図られた（39単組） 前進あり

60歳以降の嘱託者の労災・通災補償の増額 要求通り実施 妥結

積立休暇を再雇用者に対し10日上限で繰越 現行どおり 前進なし

重筋作業における環境改善対策 － 交渉中

積立休暇制度の新設 実施 妥結

再雇用時5日のリフレッシュ休暇 － 交渉中

特別福祉休暇制度の導入 － 前進なし

組織化 雇用延長者（有期契約）の組合員化 雇用延長嘱託社員全員を組合員とする 妥結
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平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

～重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,304事業場で違法な残業を摘発～

　厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。

　今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部（本部長：塩崎　恭久　厚生労働大臣）の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあっ
た事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数に
あたる2,304事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認したため、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行いました。

　厚生労働省では、今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じない場合は送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行っていきま
す。

【重点監督の結果のポイント】

１．重点監督の実施事業場：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,561 事業場

　　このうち、3,811事業場（全体の83.6％）で労働基準関係法令違反あり。

２．主な違反内容 ［１のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］
　(1)違法な時間外労働があったもの：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,304 事業場（ 50.5 ％ ）

　　　うち、時間外労働※１の実績が最も長い労働者の時間数が

　　　　　　月100時間を超えるもの　　： 　715事業場（31.0％）

　　　　　　うち月150時間を超えるもの： 　153事業場（ 6.6％）

　　　　　　うち月200時間を超えるもの：   35事業場（ 1.5％）
　(2)賃金不払残業があったもの：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 955 事業場（ 20.9 ％ ）

　(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：　　　　　　　　　　　　　　  72 事業場（ 1.6 ％ ）

３．主な健康障害防止に係る指導の状況 ［１のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］

　(1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの： 2,535 事業場（ 55.6 ％ ）

　　　うち、時間外労働を月80時間※２以内に削減するよう指導したもの：1,362事業場（53.7％）

　(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの：　　　　　　　　　 　　　 1,035 事業場（ 22.7 ％ ）

※１　法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。

※２　脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働
が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

［参考］平成25年９月に実施した「過重労働重点監督」では、監督指導を実施した5,111事業場のうち、4,189事業場（全体の82.0％）で労働基準関係法令違反が
認められた。

 別添　監督指導事例（PDF：296KB）

 別紙　平成26年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況（PDF：135KB）

 参考資料１　労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準（PDF：98KB）

 参考資料２　過重労働による健康障害防止のための総合対策（PDF：114KB）

 参考資料３　賃金不払残業総合対策要綱（PDF：630KB）

 参考資料４　賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針（PDF：237KB）
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